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※ 数値については、保険料改定に係る条例改正案提出（21 年 12 月）時点における見込額です。 



項目           期間 H22～23 (A) H20～21 (B) (A) － (B) 備   考 

均 等 割 額 (年額) ３９，２６０ ３９，８６０ △６００ 一人当たり平均保険料は、

軽減措置を反映した額。 
(B)は平成 21 年度公表額 

所 得 割 率 ７．４２％ ７．４５％ △０．０３％ 
一人当たり平均保険料  ８５，７２４ ８５，８９０ △１６６ 

 

１ 後期高齢者医療に関する条例の改正について  

後期高齢者医療制度を運営していくため、広域連合は、法律・政令で定める基準に従い、

保険料や医療給付、保健事業などに関する事項を定める条例を制定することとされており

ます。神奈川県広域連合では平成１９年１１月１９日に制定しました。 

このたび、法施行令第３６条第２号に規定される保険料率の変更を行うため、条例の改

正を行いました。 

 

平成１９年政令第３１８号（高齢者医療確保法施行令）  平成１９年１０月１９日公布 

平成１９年省令第１２９号（高齢者医療確保法施行規則）平成１９年１０月２２日公布 

 

 なお、今回の改正にあたり、厚生労働省より以下の見解が示されております。 

 

○現行制度を廃止するまでの間、高齢者の方々に不安や混乱を生じさせることのない

よう、可能な限り保険料の増加を抑制することが必要（保高発１１１９第１号） 

 

○保険料増加を一定程度抑制するため、（中略）各広域連合においては、財政安定化

基金からの交付及び貸付の活用が可能であることも念頭に置き、（中略）平成２０

年度及び平成２１年度において生じると見込まれる剰余金について、その全額を新

保険料率の算定に係る収入として計上することにより、賦課総額の増加を抑制して

いただきたい（平成２１年１０月２６日 事務連絡） 

 

このような要請を受け、本広域連合においては以下のとおり条例改正を行いました。 

 

 
 

【改正内容】 
  第３章 保険料（第３条～第２０条：第７条・第８条を改正） 
  ○平成２２年度及び２３年度の所得割率は１００分の７．４２とする。  

   
  ○平成２２年度及び２３年度の被保険者均等割額は ３９，２６０円とする。 

（ 月額換算 ３，２７０円程度 ） 

 

 

 

２ 平成２２年度・２３年度保険料算定の状況 

（１）平成２２～２３年度保険料率と平成２０～２１年度の比較 
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（円）
医療給付費 63,645
調整交付金影響分 14,109
財政安定化基金拠出金 596
審査支払手数料 2,398
葬祭費支給 2,193
保健事業 1,720

収納率による影響分 1,063

平均保険料額 85,724

医療給付費
調整

交付金

影響分

そ
の
他

その他内訳

財政安定化拠出金、審査支払手数料、葬祭費

支給、保健事業、収納率による影響

（２）一人あたりの保険料額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 保険料軽減について 

保険料は所得に応じて一定の割合が軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 数字は、年金収入のみの夫婦２人世帯での夫の年金収入の額（妻の年金収入は８０万円以下）。 

※ 単身者世帯の場合、本人＝被保険者である世帯主となるため、５割減額の適用はありません。 

 

 

   所得割 

２割軽減

均等割

 
収入

保
険
料
額

５割軽減

１５３万円 

８０万円

１５３万円

192.5 万円 ２３８万円

２１１万円

 ５割軽減

９割軽減

１６８万円

 
8.5 割軽減 低所得者等の被保険者均等

割保険料の 9,8.5,5,2 割軽

減相当分は公費により補填

所得に応じた保険料軽減 イメージ図

○厚生年金の平均的な年金額（厚生年金２０１万円）の受給者の場合（年額） 

均等割額 

３１，４０８円 

所得割額 

１７，８０８円

合 計 

４９，２１０円 

(月額換算：４，１００円)
２割軽減 ５割軽減

○一人あたりの平均保険料額（軽減後・年額） 

 ８５，７２４円 

(月額換算：７，１４０円) 

賦課総額から均等割・所得割軽減分を 

引いたのち、被保険者数で除した額 

＋ ＝

一人あたり保険料の内訳

2



  

また、後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険などの被用者保険の被扶養者で

あった方については、軽減措置があります。 

 

【参考】後期高齢者医療保険料軽減策の推移 

 
［特例］とあるのは当該年度のみ対応

２割軽減
【３３万円＋（３５万円×

当該世帯に属する被保険者

数）以下】

所

得

割

軽

減

　　　５割軽減
・前年の総所得金額－３３万円

の金額が５８万円以下

平成２１年度 平成２２年度～

被

扶

養

者

軽

減

制度加入時から２年間
　均等割を５割軽減
　（所得割なし）

４月から９月の６ヶ月間は凍結

（保険料徴収せず）

１０月から平成２１年３月まで

の６ヶ月間は均等割額を９割軽

減［特例］

軽　減　措　置 平成２０年度

均
　
等
　
割
　
軽
　
減

【

】
内

金

額

は

世

帯

の

前

年

の

総

所

得

金

額

等

９割軽減
・７割軽減世帯のうち、被

保険者全員が年金収入８０

万円以下（他の所得なし）

７割軽減
（８．５割軽減）
【３３万円以下】

５割軽減
【３３万円＋（２４万５千

円×当該世帯に属する被保

険者数（被保険者である世

帯主を除く））以下】

９割軽減

延　　長８．５割軽減

　平成２１年３月改正

　（２１年４月１日から恒久措置）

平成２０年７月改正

７割⇒８．５割軽減［特例］

（２０年４月１日から適用）

▼

▼

延　　長

▼

平成２１年６月改正

７割⇒８．５割軽減［特例］

（２１年４月１日から適用）

平成２０年７月改正［特例］

（２０年４月１日から適用）

▼

平成２１年３月改正

（２１年度より恒久措置）

▼

▼

平成２１年３月改正

５割⇒９割軽減［特例］

（２１年４月１日から適用）

延　　長

▼

▼
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域
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１
人
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り
所

得

※
1

所
得
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＝

全
国

１
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得
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用
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6
1
0
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2
3
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万
円

医
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給
付

費

6
04

,6
2
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万
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9
9
％

）

医
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付
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の

1
0.

2
6%
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高
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費

公
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負
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5
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0
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1
1
百
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円
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％
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0
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剰
余

金
4
,9

31
百

万
円

（
約

0
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整
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付

金

26
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4
6
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4
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約
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４ 保険料率の算定の概要 

（１）保険料率算定の概念図 
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（２）賦課総額の算出方法の概要 

【高齢者医療確保法施行令第１８条第３項の規定により算出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保険料収納必要見込額を算出 

保険料収納必要見込額 費用の見込額 収入の見込額 ＝ －

２ 平成２２年度及び平成２３年度の後期高齢者医療に係る収入の見込額の合算額を算出 

＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋

収
入
の
額

国庫負担金 

（高額医療費に係

る負担額を含む。）

調整交付金 都道府県負担金 

（高額医療費に係る

負担額を含む。）

市町村

負担金

後期高齢者 

交付金 

特別高額医

療費共同事

業交付金

＋ ＋ ＋
国庫 

補助金 

都道府県

補助金 

市町村 

補助金 

その他の収入 

（剰余金（※）） 

＝

１ 平成２２年度及び平成２３年度の後期高齢者医療に係る費用の見込額の合算額を算出 

費
用
の
額 

被保険者に係る療養の 

給付に要する費用から 

一部負担金に相当する 

費用を控除した額 

＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋

被保険者に 

係る入院時 

食事療養費等

（※１）の額

財政安定化

基金拠出金

の額 

特別高額 

医療費共同

事業拠出金

（※２）の額

保健事業 

に要する 

費用の額 

審査支払

手数料の額

その他の 

費用の額 

（葬祭費） 

※１ 入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・特別療養費・移送費・ 

高額療養費・高額介護合算療養費 

※２ 広域連合において、著しく高額な医療費が発生した際に、その費用を全国の広域連合により共同で負担するもの 

＝ 

＝医療給付費 

４ 賦課総額を算出 

賦課総額 保険料収納必要見込額 予定保険料収納率※ 

※ 予定保険料収納率＝特別徴収割合＋（１－特別徴収割合）×普通徴収収納率の見込み 

平成２０年度の収納率及び特別徴収割合を勘案して算出 

÷＝

※ 厚生労働省からの要請により、平成２０年度剰余金及び２１年度の剰余金（見込額）を収入として繰入 
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100

105

110

115

120

20 21 22 23

600

650

700

750

800

被保険者数
　（千人）

人数の伸び

年度

実績

推計値

被保険者

県総人口伸び

伸び

県総人口と被保険者の伸び 

（単位：百万円）

平成22年度 平成23年度 2か年計 2か年平均

77万人 80万人 157万人 79万人

581,218 628,025 1,209,243 604,621

55,819 60,315 116,134 58,067

　④
医療給付費にかかる調整交付金
交付割合影響分（所得割で負担）

12,199 13,545 25,744 12,872

⑤ 財政安定化基金拠出金 544 544 1,088 544

⑥ 審査支払手数料 2,117 2,259 4,376 2,188

⑦ 葬祭費支給 1,959 2,043 4,002 2,001

⑧ 保健事業 1,536 1,602 3,138 1,569

74,174 80,308 154,482 77,241

931 1,008 1,939 970

75,105 81,316 156,421 78,211

③～⑧の計・・・Ａ

　①　被保険者数

　②　医療給付費

　③　医療給付費の被保険者負担

　⑨　収納不足見込額・・・Ｂ

保険料で負担する費用
（　Ａ　＋　Ｂ　）

５ 保険料率算定にかかる各要素について 

（１）保険料率算定にかかる平成２２年度・２３年度の医療給付費等見込みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 被保険者数 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市町村実態調査をもとに平成２２年度及び２３

年度の７５歳以上人口等を推計しました。 

 神奈川県の総人口の伸びは緩やかですが、被保

険者数は急速に伸びています。 

 平成２０年度、２１年度の実績が推計値（平成

１９年保険料算定時における推計値）を下回った

要因については、障害認定撤回などにより２号被

保険者（６５～７４歳で一定の状態にあることに

より広域連合の認定を受け、加入する被保険者）

の数が見込みより少なかったことと、生活保護受

給者の増加が想定より大きかったことが考えられ

ます。 
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平成21年度
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  ② 医療給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この理由としては、被保険者数や一人当たり医療費が見込みほど伸びなかった

ことによるものです。なお、一人当たり医療費が伸びなかった原因を特定するこ

とは困難です。 

また、レセプト件数が被保険者数と連動して伸びている状況からすると、本制

度が受診動向に影響を及ぼしたかどうか定かではありませんが、制度施行２年目

以降の状況により、検証していく必要があると考えています。 

 

  ③ 医療給付費の被保険者負担（法令による負担） 

   被保険者数や医療費の動向を踏まえて推計した医療給付費のうち、国が設定した

後期高齢医療負担率に基づいて算定した金額を被保険者が保険料で負担します。 

   今回の保険料率算定における後期高齢者医療負担率は、１０．２６％です（前回

は１０％）。 

 

  ④ 医療給付費にかかる調整交付金交付割合影響分（所得割で負担） 

  制度上、国からの調整交付金の交付額により全国の広域連合間の所得格差に伴う

財政の不均衡を調整する仕組みになっているため、全国平均と比較して被保険者の

所得水準の高い神奈川県（所得係数（※）１．５８）においては、調整交付金交付

の交付額が、全国平均の６０％程度の交付となります。当該影響分は、所得割保険

料に上乗せされることになります。 

 

 

 

 

均等割総額  ：  所得割総額  ＝  １ ： １．５８  ＝   ３９  ：  ６１  

給付費（百万円） 

診療月 

※ 所得係数 ＝

一人平均所得額

一人当たり所得額 所得係数が１より大きい都道府県は

所得水準が高いということ ＝ １．５８

医療給付費の動向 
 平成２０年度及び２１年度における

実績をもとに推計しました。 

 各月の給付費の推移をみると、平成 

２０年度、２１年度は各月の変動が近似

しています。 

 なお、平成２１年１０月診療以降は、

平成２０年度の実績をもとにした推計

値です。 

 給付費の見込みについては、過去の老

人医療費の実績により勘案して算出し

ましたが、平成２０年度については想定

よりも医療費が伸びなかったため、給付

費が見込みを下回りました。 
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所得割保険料

(５％)

支援金

（４０％）

均等割保険料

(５％)

調整交付金

（８％）

都道府県負担

（８％）

市町村負担

（８％）

定率国庫負担

（２６％）

保険料 公費

支援金

（４０％）

調整交付金

都道府県負担

（８％）

市町村負担

（８％）

保険料 公費

定率国庫負担

（２６％）

所得割保険料

均等割保険料

(５％)

<平均的な所得水準の保険者>

所得割保険料

支援金

（４０％）

均等割保険料

(５％)
調整交付金

都道府県負担

（８％）

市町村負担

（８％）

定率国庫負担

（２６％）

保険料 公費

<所得水準の高い保険者（神奈川県）><所得水準の低い保険者>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 財政安定化基金拠出金 （法令による負担） 

    神奈川県に設置する「財政安定化基金」への拠出金について、１／３を保険料

で負担します。 

  

 

 

 

 

⑥ 審査支払手数料 （法令による負担） 

審査支払機関（神奈川県国民健康保険団体連合会）への、診療報酬審査支払手

数料について、１件８５円（※）とします。 

※ 前回単価算定の際には、審査支払事務の運用について、市町村国保や老人保健と同様に、

神奈川県独自のシステムを開発し運用する方式を想定し、費用を算定しておりました。し

かし、制度施行直前に、国が標準的なシステムを開発し各広域連合に提供することを急き

ょ決定したため、当該システムを採用することとし、その後の審査支払事務の運用状況を

踏まえて今回改めて単価の算定を行った結果、９８円から８５円に改定いたしました。 

 

⑦ 葬祭費 （広域連合条例による給付） 

     被保険者の死亡に関し、葬祭費として県内市町村の国民健康保険における平

均的な葬祭費支給額及び健康保険法で定める被用者保険の埋葬料と同額の５０，

０００円を支給するものです。 

今回の保険料率算定にあたっては、平成２０年度の神奈川県内における７５

歳以上の死亡率の実績及び平成２１年度上半期の実績による葬祭費の申請率よ

り推計いたしました。 

所得水準別調整交付金交付イメージ

参考：厚生労働省「第１回高齢者医療制度改革会議」資料

※ 財政安定化基金とは、広域連合における保険料の収納不足や大幅な給付費増加に伴う財源不足に

対して、資金の貸付及び交付を行うために都道府県に設置されます。今回の保険料率改定においては

取り崩しは行っていません。 

 ○財源 ＝ 国：１／３  県：１／３ 広域連合（保険料負担）：１／３ 

 ○財政安定化基金残高見込み ＝ 平成２１年度末：３０億円  平成２２年度末：４５億円 
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    ⑧ 保健事業 （広域連合条例による実施） 

   被保険者の健康の保持増進のため、健康診査の機会を提供できるよう、身近な

市町村において引き続き健康診査事業を実施します。 

県内市町村における現行の基本健康診査事業の実施状況や、財源が県内均一で

徴収する保険料であることを踏まえ、国の示す必須項目（問診、身長・体重の計

測、中性脂肪・空腹時の血糖値・尿蛋白の検査など）について、医療機関を受診

されていない方など健診が必要と認められる方を対象として実施します。 

必要額は、県内の平均的な検診単価と受診割合をもとに算出しました。なお、

前回は受診割合を１０％と見ていましたが、平成２０年度の実績（２０．９２％）

を踏まえ、今回は２０％に変更しています。 

 

⑨ 収納不足見込額 

     収納不足見込額は、予定収納率に基づき算出されます。 

     平成２２年度及び２３年度における予定収納率は、平成２０年度の実績等を

もとに、９８．７６％としています。 

 

（２）剰余金について 

   剰余金の活用については厚生労働省より、財政運営期間を通じて生じた剰余金に

ついては、次期財政運営期間における収入として繰り入れるべきものとの見解が示

されました（１ページ参照）。これを受け、平成２０年度及び２１年度に生じる見

込みの剰余金について、今回の保険料算定においては、保険料の抑制のために活用

しました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   剰余金が生じた理由としましては、被保険者や一人あたりの医療費が見込みより

伸びなかったことにより、結果として療養給付費等が見込みを下回ったことが考え

られます（６ページ①、７ページ②参照）。

《平成２０年度剰余金及び２１年度（見込）合計 ＝ 約９８億円》 

【剰余金内訳】 

 ① 療養給付費等支払準備基金（※）からの繰入額 ［約５２億］ 

 ② ２０年度の繰越金のうち、保険料の剰余金 ［約２５億］ 

 ③ 調整交付金の増（見込み）による剰余金 ［約１２億］ 

 ④ ２１年度の保険料剰余額見込み ［約９億］ 

  

 ※ 療養給付費等支払準備基金とは 

    保険料が２年間の財政均衡を保つよう設定されていることから、特定期間の初年度は保険料の黒字が見

込まれ、最終年度は被保険者数増により給付費の不足が想定される。 

    そこで、特定期間の初年度に見込まれる保険料の黒字を積み立て、最終年度に不足が見込まれる給付費

に充てるために設置する基金である。 

    あらかじめ想定される不足に備えて設ける基金であり、年度当初に見込めなかった不測の事態に備える

県の財政安定化基金とは性質が異なる。 
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①　基礎年金受給者（年金収入79万円のみ、他に所得のない方（１人世帯））

②　厚生年金の平均的な年金額の受給者（年金収入201万円のみ、他に所得のない方（１人世帯））

③　自営業者の子と同居する者（子(世帯主）の年収390万円、親（本人）の年金収入79万円）

④　被用者保険加入者の子と同居する者（被扶養者）(子の給与収入390万円、親(本人）の年金収入79万円）

⑤　夫婦とも後期高齢者世帯（夫（世帯主）75歳　年金収入168万円、妻75歳　年金収入79万円）

⑥　夫婦とも後期高齢者世帯（夫（世帯主）75歳　年金収入192.5万円、妻75歳　年金収入79万円）

⑦　夫婦のうち一方が後期高齢者世帯（夫（世帯主）75歳　年金収入192.5万円、妻70歳　年金収入79万円）

⑧　均等割額・所得割率

Ｈ２２ 年間保険料額（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

Ｈ２２ 年間保険料額（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

Ｈ２２ 年間保険料額（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

-10 円

Ｈ２１ 年間保険料額（Ａ）

年額 39,860 円 39,260 円 -600 円

Ｈ２１ 年間保険料額（Ａ）

Ｈ２１ 年間保険料額（Ａ）

年額 49,760 円

月額 330 円

3,980 円 3,920 円 -60 円年額

月額 4,140 円 4,100 円 -40 円

49,210 円 -550 円

320 円

月額 3,320 円 3,270 円 -50 円

Ｈ２１ 年間保険料額（Ａ） Ｈ２２ 年間保険料額（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

年額 3,980 円 3,920 円 -60 円

月額 330 円 320 円 -10 円

Ｈ２１ 年間保険料額（Ａ） Ｈ２２ 年間保険料額（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

（夫）年額 34,640 円 34,280 円 -360 円

（夫）月額 2,880 円 2,850 円 -30 円

（妻）年額 19,930 円 19,630 円 -300 円

（妻）月額 1,660 円 1,630 円 -30 円

Ｈ２１ 年間保険料額（Ａ） Ｈ２２ 年間保険料額（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

（夫）年額 11,560 円 11,450 円 -110 円

（夫）月額 960 円 950 円 -10 円

（妻）年額 5,970 円 5,880 円 -90 円

（妻）月額 490 円 490 円 0 円

Ｈ２１ 年間保険料額（Ａ） Ｈ２２ 年間保険料額（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

（夫）年額 46,600 円 46,060 円 -540 円

（夫）月額 3,880 円 3,830 円 -50 円

（妻）年額 市町村国保の額による 市町村国保の額による

（妻）月額 市町村国保の額による 市町村国保の額による

Ｈ２１（Ａ） Ｈ２２（Ｂ） 差額（Ｂ）-（Ａ）

均等割額 39,860 円 39,260 円 -600 円

所得割率 7.45% 7.42% -0.03%

均等割9割軽減

均等割9割軽減

均等割8.5割軽減

所得割5割軽減

均等割8.5割軽減

均等割5割軽減

所得割5割軽減

均等割5割軽減

均等割2割軽減

所得割5割軽減

【参考】具体的な保険料の額の比較について

均等割2割軽減

所得割5割軽減
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【参考】保険料軽減に係る財源内訳              ※平成２２年度の状況 

 １ 軽減対象者別の財源内訳 

（１） ９割軽減対象者

（割合）

（２） ９割軽減対象者（被扶養者）

（割合）

（３） ７割軽減対象者

（割合）

（４） ７割軽減対象者（被扶養者）

（割合）

（５） ５割軽減対象者

（割合）

（６） ５割軽減対象者（被扶養者）

（割合）

（７） ２割軽減対象者

（割合）

（８） 被扶養者軽減対象者

（割合）

①① ② ③ ④

③

①

① ② ①
臨時特例交付金

（国庫負担）
被保険者

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

基盤安定（県3/4、市町村1/4負担 ）

② ④

②

基盤安定（県3/4、市町村1/4負担 ） 臨時特例交付金
（国庫負担）

⑤ ⑥

被保険者

⑤ ⑥ ⑦

②

基盤安定（県3/4、市町村1/4負担 ） 臨時特例交付金
（国庫負担）

1.5

被保険者

1.5

⑤ ⑥

⑦①

⑦① ② ③ ④

基盤安定（県3/4、市町村1/4負担 ）

⑤

被保険者臨時特例交付金
（国庫負担）

①

① ② ③ ④ ⑤

④

基盤安定（県3/4、市町村1/4負担 ）

④ ①

③ ④

被保険者

① ②

基盤安定（県3/4、市町村1/4負担 ） 臨時特例交付金
（国庫負担）

被保険者

⑤ ① ② ③① ② ③

基盤安定
（県3/4、市町村1/4負担

被保険者

③ ④ ⑤ ⑥① ② ①

④

⑦②

④ ①

⑧

被保険者基盤安定（県3/4、市町村1/4負担 ） 臨時特例交付金
（国庫負担）

⑤ ① ② ③① ② ③

 ２ 基盤安定制度拠出金について 

 （１）低所得者の保険料の７・５・２割減額 

 （２）被扶養者であった方の保険料の５割減額 

（制度廃止までの間は軽減が適用） 

 

 ３ 臨時特例交付金について 

   次の保険料軽減にかかる財源補てんとして国から交付される交付金。正式名称は「高齢者

医療制度円滑運営臨時特例交付金」。 

  （１）低所得者軽減 

    ①均等割７割軽減世帯のうち、被保険者全員が年金収入８０万円以下（その他所得なし）

の場合 ⇒ ９割軽減 

    ②均等割７割軽減 ⇒ ８.５割軽減（平成２０・２１年度の特例措置 ２２年度以降

も継続） 

    ③所得割５割軽減 

  （２）被扶養者軽減 

    ①均等割５割軽減 ⇒ ９割軽減（平成２０年１０月から平成２２年３月の特例措置 

２２年度以降も継続） 

財源は県と市町村が負担 

・負担率  県：３／４  

市町村：１／４ 
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Press Release 
 

平成２２年３月３０日 

照会先：保険局高齢者医療課 

     國代、芳澤 

（代表）５２５３－１１１１ 内線：３１９９ 

（直通）３５９５－２０９０ 

 
 

後期高齢者医療制度における平成２２年度及び２３年度の保険料率等について 

 

 後期高齢者医療制度における平成２２年度及び２３年度の保険料率について、各後期

高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）議会において決定されましたので、そ

の結果を公表いたします。 

 

１ 保険料の増加抑制のための対応策 

  後期高齢者医療制度の財政運営期間は２年間とされており、来年度は最初の保険料

改定年となるが、何らの抑制策も講じない場合には、被保険者一人当たりの保険料額

は、平成２１年度と比較し、全国平均で約１４％増加することが見込まれたところ。 

  このため、厚生労働省としては、保険料の増加を極力抑制するため、以下の対応を

各都道府県及び各広域連合に依頼。 

 

 ① 各広域連合においては、平成２０年度の医療給付費の実績額が見込額を下回った

こと等から、剰余金が生じる見込みであり、これを充当することにより、保険料の

増加を抑制。 

 ② 都道府県に設置されている財政安定化基金を取り崩すことにより、保険料の増加

を抑制。 

 ③ 特に保険料の増加率が高い都道府県においては、財政安定化基金を積み増した上

で取り崩すことにより、保険料の増加を抑制。 

 

 ※ 財政安定化基金は、給付費の伸びや保険料の未納により広域連合の財政状況に不

足が生じた場合、都道府県が広域連合に対し交付又は貸付を行うものであるが、現

行制度が近く廃止されることに伴い、将来的な財政運営上のリスクが逓減されるこ

とを踏まえ、一定の残高を残した上で、取り崩すことを要請。 

 ※ 財政安定化基金の財源は、国・都道府県・広域連合（保険料）が３分の１ずつ拠

出。 

 ※ 財政安定化基金を積み増して取り崩すこととした場合には、国も都道府県と同額

を拠出。 
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２ 平成２２年度及び２３年度の保険料率等について 

  上記の対応策等を講じた結果、平成２２年度の被保険者一人当たりの保険料額の増

加率は、全国平均で２．１％（平成２３年度においても保険料率は同じ）となった。 

 

【保険料率の増減】 

 ○ 均等割額及び所得割率を引き下げる広域連合： 7 

 ○ 均等割額及び所得割率を据え置く広域連合：16 

 ○ 所 得 割 率 の み 引 き 上 げ る 広 域 連 合： 7 

  ・ 均等割額は引き下げる広域連合：2 

  ・ 均等割額は据え置く広域連合：5 

 ○ 均等割額及び所得割率を引き上げる広域連合：17 

 

【全国平均の保険料率等】 

 ○ 均等割額：41,700 円（平成 20年度及び 21年度：41,500円 0.5％増） 

 ○ 所得割率：7.88％（平成 20年度及び 21 年度：7.65％ 3.0％増） 

 ○ 被保険者一人当たりの保険料額：63,300 円（平成 21 年度：62,000 円 2.1％増） 

 ○ 増加抑制策（２年度合計額） 

  ・ 剰余金活用額：1,139億円（46広域連合） 

  ・ 財政安定化基金取崩し予定額：755億円（31都道府県） 

         内、積増し予定額：252億円 

（5都道府県（北海道・東京都・愛知県・大阪府・福岡県）） 

 

【被保険者一人当たりの保険料額の増減（対平成２１年度）】 

 ○ 減少：15 

  ・ ２％未満：11 

  ・ ２％以上４％未満：3 

  ・ ４％以上６％未満：1 

  

○ 増加：31 

  ・ ２％未満：16 

  ・ ２％以上４％未満：5 

  ・ ４％以上６％未満：9 

  ・ ６％以上８％未満：1 

  

○ 増減なし：1 

 
① 茨城県：5.4％減 
② 埼玉県：3.5％減 
③ 宮崎県：2.7％減 
④ 新潟県：2.2％減 
⑤ 鳥取県：1.1％減 

 
① 徳島県：7.7％増  ⑤ 東京都：4.9％増 
② 広島県：5.8％増  ⑤ 長野県：4.9％増 
③ 大阪府：5.1％増  ⑤ 愛知県：4.9％増 
④ 北海道：5.0％増  ⑤ 福岡県：4.9％増 
⑤ 山形県：4.9％増 
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【資料】後期高齢者医療を取り巻く状況について 

（１）後期高齢者人口について 

  ① 全国の後期高齢者人口の推移 

    日本の人口構造の変化をみると、現在１人の高齢者を３人で支えている社会構

造になっており、少子高齢化が一層進行する２０５５年には１人の高齢者を１．

２人で支える社会構造になると想定されている。 

 
 
   ② 神奈川県の総人口と被保険者数の推移 

 

      

 
 
 

   

平成２０年度 総人口と被保険者数の推移 

 神奈川県の総人口が２０年４月末から２１年３月末までの間に３４，４２３人

（０．３９％）増加したのに対し、被保険者数は２９，０８０人（４．２６％）

増加しており、神奈川県の総人口に対する被保険者数の割合は２０年４月では

７．６３％、２１年３月は７．９２％に増加している。 

出典：厚生労働省「第１回高齢者医療制度改革会議」資料 
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（２）医療費について 

  ① 医療費の動向 

    国民医療費に占める老人医療費の割合は、近年およそ３割を占めている（表１）。

また、一人あたり医療費（表２）をみると、平成２０年度の後期高齢者医療の一

人あたり医療費は８６．３万円であり、平均である２６．７万円と比較しても約

３．２倍の医療費の差がある。 

 
 
 

表2-1　　１人当たり医療費の推移
(単位：万円)

医療保険適用
総　計 70歳未満 70歳以上

被用者 国民 長寿医療
保険 本　人 家　族 健康保険 (再掲)

平成13年度 23.9 15.7 13.0 13.3 12.6 21.4 75.8

平成14年度 23.7 15.5 12.8 13.1 12.5 20.9 73.1

平成15年度 24.1 15.6 12.7 12.6 12.7 21.2 73.7

平成16年度 24.6 15.7 12.8 12.6 12.9 21.4 73.9

平成17年度 25.4 16.0 12.9 12.8 13.1 21.9 75.4

平成18年度 25.4 15.8 12.9 12.6 13.2 21.8 74.2

平成19年度① 26.2 16.1 13.0 12.8 13.3 22.5 75.8

平成20年度② 26.7 16.4 13.3 12.9 13.7 23.1 75.7 86.3

②－① 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 ▲ 0.1

注. 人数が未確定の制度もあり、数値が置き換わる場合がある。

 

 
表１ 医療費の動向 

表２ 一人あたり医療費の推移 

出典：厚生労働省「第１回高齢者医療制度改革会議」資料 

出典：厚生労働省「平成２０年度 医療費の動向」

※長寿医療＝後期高齢者医療
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  ② 老人医療費の特性 

    表１によると、平成１９年度の若人と老人（※１）の１人当たり診療費は約４．

８倍の差がある。中でも入院（※２）は７．４倍となっており、受診率について

も６．７倍となっている。また、老人の１件当たり診療費を若人と比較すると、

入院１．１倍、外来（※２）１．６倍であり、一年間の受診頻度を示す１人当た

り日数で比較すると、入院９．２倍、外来３．３倍である。（表３より） 

                 

   ※１ 老人とは、老人医療の受給対象者であり、若人とは老人医療受給対象者以

外の医療保険加入者である。 

   ※２ 入院は、入院時食事療養費・入院時生活療養費（医科）を含んでおり、外

来は、入院外（医科）及び薬剤の支給の合計である。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

表１ １人当たり診療費の若人との比較（平成１９年度） 表 2 三要素の比較（平成１９年度） 

表３ 老人医療費の特性（平成１９年度） 

出典：厚生労働省「平成１９年度版 医療保険に関する基礎資料」

表１・２出典：厚生労働省「平成１９年度 老人医療費の特性」
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